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行政からの

お らせ知
information

問

交
通
災
害
共
済
は
随
時
加
入
が
で
き
ま
す

交
通
事
故
相
談
所
を
開
設

　

交
通
事
故
に
遭
遇
し
、
お
困
り
の
方

の
た
め
に
、
県
で
は
専
任
相
談
員
と
顧

問
弁
護
士
、
臨
床
心
理
士
か
ら
な
る
交

通
事
故
相
談
所
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
県
内
42
市
町
村
に
お
い
て
も

巡
回
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
相
談
は

無
料
で
す
。

●
山
武
市
交
通
事
故
巡
回
相
談

日 　

時　

平
成
23
年
１
月
27
日
㈭
、
３

月
24
日
㈭

　

 

午
前
10
時
～
午
後
３
時
ま
で
（
受
付

午
後
２
時
半
ま
で
）

場　

所　

山
武
市
役
所

●
千
葉
県
交
通
事
故
相
談
所

交
通
事
故
相
談
所
本
所　

〒
２
６
０
─
８
６
６
７　

千
葉
市
中
央

区
市
場
町
１
─
１（
県
庁
本
庁
舎
２
階
）

　
　

☎
０
４
３
（
２
２
３
）
２
２
６
４

受 

付
時
間　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

（
受
付
午
後
４
時
半
ま
で
）

　
（
土･

日
・
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

相 
談
内
容　

損
害
賠
償
関
係
、
示
談
の

進
め
方
、
自
賠
責
保
険
請
求
の
仕
方

な
ど

　
　

市
民
課
市
民
生
活
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（80）
１
２
７
１

　

千
葉
県
市
町
村
交
通
災
害
共
済
は
、

利
益
を
目
的
と
し
な
い
住
民
相
互
の
共

済
制
度
で
、
公
共
団
体
が
運
営
し
て
い

る
安
心
、
有
利
な
制
度
で
す
。
交
通
事

故
に
遭
っ
た
場
合
、
２
万
円
か
ら
最
高

１
５
０
万
円
の
見
舞
金
が
支
払
わ
れ
ま

す
。

地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

《
年
末
年
始
特
別
警
戒
取
締
り
を
実
施

　
　
　
　
　

12
月
10
日
～
１
月
３
日
》

　

警
戒
取
締
り
中
は
、
パ
ト
ロ
ー
ル
や

交
通
取
締
り
な
ど
を
強
化
し
ま
す
。
犯

罪
の
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
次
の
こ
と

に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

【
ひ
っ
た
く
り
被
害
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
】

 

・ 

バ
ッ
グ
は
車
道
と
反
対
側
に
持
ち
ま

し
ょ
う

 

・ 

自
転
車
の
カ
ゴ
に
は
防
犯
ネ
ッ
ト
を

付
け
ま
し
ょ
う

 

・ 

人
前
で
財
布
を
見
せ
る
こ
と
は
避
け

ま
し
ょ
う

【
空
き
巣
被
害
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
】

 

・ 

留
守
を
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う

 

・ 

地
域
の
協
力
で
犯
罪
を
無
く
し
ま

し
ょ
う

 

・ 

補
助
錠
や
窓
ガ
ラ
ス
に
貼
る
防
犯

フ
ィ
ル
ム
を
活
用
し
ま
し
ょ
う

　

防
犯
性
能
の
高
い
建
築
部
品
に
つ
い

て
は
、
県
警
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

下
さ
い
。

※
県
警
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ポ
リ
ス
ネ
ッ

ト
千
葉
）
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
こ
ち
ら
へ
！

http://w
w

w
.police.pref.chiba.jp

  

（
安
全
な
暮
ら
し
→
犯
罪
抑
止
推
進

室
→
空
き
巣
に
注
意
→
空
き
巣
→
防
犯

性
能
の
高
い
建
物
部
品
に
つ
い
て
）

●
共
済
期
間
と
年
会
費

●
共
済
期
間
と
年
会
費

申

込

日
12
月
１
日
以
降
に
加
入

す
る
方

共
済
期
間
加
入
申
し
込
み
さ
れ
た
日

の
翌
日
か
ら

平
成
23
年
８
月
31
日
ま
で

会
費（
一
人)

５
０
０
円
か
ら
１
０
０
円

ま
で
の
範
囲
（
加
入
月
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
）

死
亡
見
舞
金
１
５
０
万
円

傷
害
見
舞
金
入
院
・
通
院
実
日
数
に

よ
り
２
万
円
～
50
万
円

身
障
見
舞
金

（
１
級
又
は

２
級
）

傷
害
見
舞
金
の
ほ
か

50
万
円

交
通
遺
児

見

舞

金
遺
児
１
人
に
つ
き
10
万
円

　

加
入
申
し
込
み
は
随
時
受
け
付
け
て

い
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
、
市
民

課
ま
た
は
各
出
張
所
で
申
込
み
を
し
て

く
だ
さ
い
。

※
交
通
災
害
見
舞
金
の
支
給
対
象
は
、

自
動
車
や
オ
ー
ト
バ
イ
な
ど
に
よ
る
人

身
事
故
で
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン

タ
ー
が
発
行
す
る
交
通
事
故
証
明
書
が

必
要
で
す
。

　

交
通
事
故
に
遭
わ
れ
た
時
は
、
直
ち

に
警
察
へ
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
届

出
を
怠
る
と
、
交
通
事
故
証
明
書
が
発

行
さ
れ
ず
、
当
該
証
明
書
が
取
得
で
き

な
い
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
交
通
災

害
見
舞
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。




